
環境基本計画推進本部会議資料 

令 和 ８ 年 ３ 月 

 

「伊那市市有林整備実施に関する協定書」の変更について 

 

 令和５年３月１日付けで、新宿区と伊那市が締結した「「伊那市市有林整備実施に関する協

定書」について、このたび伊那市長から別紙のとおり協議があったため、下記のとおり回答

する。 

 

記 

 

１ 変更理由 

  伊那市市有林整備の対象区域及び面積を拡大することで、伊那市内の森林の保全管理

及び森林整備によるカーボン・オフセット事業の推進を図るため。 

 

２ 変更内容 

第２条に規定する「対象区域及び面積」について、下表のとおり変更する。 

＜表＞ 

変更前 
この協定の対象となる森林は、乙が伊那市内において 

所有する全ての森林とする。 

変更後 
この協定の対象となる森林は、乙が伊那市内において 

全部又は一部の権原を有する全ての森林とする。 

 

３ 変更年月日 

  令和８年３月３１日 

 

４ 回答 

  伊那市長宛て、異議なく承諾する。 

 

５ 変更手続き 

  別途、覚書締結により処理する。 

 

６ 今後のスケジュール 

  令和８年４月８日 常任報告 

資料２ 
















